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産 業 振 興 課 

 

新型コロナウイルス感染症対策特別融資あっせん期間の延長及び 

融資あっせん受付等経営相談体制の確保について 

 

 

 令和４年３月３１日まで実施することとしている新型コロナウイルス感染症対策特別

融資あっせん（以下「特別融資あっせん」といいます。）について、感染症の影響が今

後も続くことが見込まれることから、区内中小企業者の資金繰りを引き続き支援するた

め、特別融資あっせん期間を令和４年６月３０日まで延長します。 

 合わせて、特別融資あっせんの郵送受付や中小企業診断士による経営相談、コールセ

ンターによる案内などを令和４年１０月３１日まで実施することにより、融資あっせん

受付等の経営相談体制を引き続き確保します。 

 

１ これまでの経過 

（１）特別融資あっせんの現状 

区は、新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少している区内中小企業

者の資金繰りを支援するため、国、東京都に先駆け、令和２年３月４日から区独自

の特別融資あっせんを開始しました。 

現在、９階大会議室に設置している特別融資あっせん窓口では、特別融資あっせ

んの郵送受付や中小企業診断士による経営相談、コールセンターによる案内などを

総合的に行っています。 

特別融資あっせんの開始当初は、受付期間を令和２年５月２９日までとしていま

したが、その後の感染拡大の影響に伴う区内中小企業の景況や、国のセーフティネ

ット保証制度（４号）の指定期間の延長などを踏まえ、受付期間を段階的に延長

し、現在は令和４年３月３１日までとしています。 

 

（２）セーフティネット保証４号に関する国の状況 

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号は、令和２年３月２

日から６月１日までを指定期間とし、中小企業庁より発動されましたが、感染症の

感染拡大に収束が見られないことから、３か月ごとに指定期間を延長しています。 

国（中小企業庁）は、令和４年２月１８日、現在の令和４年３月１日から更に期

間を延長し、令和４年６月１日までとすることを発表しています。 
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２ 特別融資あっせん期間の延長について 

特別融資あっせん件数については、令和３年４月以降は月当たり100件を下回り、

漸減傾向にあったものの、令和４年１月からの感染者数の急増の影響により、１月前

半のあっせん件数が１３件、後半は３５件、２月は７０件と再び増加傾向にありま

す。 

東京都のまん延防止等重点措置の期間延長等により、区内中小企業にとって厳しい

経営状況が続くことが想定される中、今後も特別融資あっせんを始め、資金調達のた

めの融資あっせんやセーフティネット保証認定書発行、既に区のあっせんにより融資

を受けた事業者からの返済条件変更の相談などが寄せられることが見込まれます。 

区として引き続き区内中小企業者を支援するため、特別融資あっせん期間を令和４

年６月３０日まで延長します。 

 

●今後の申請件数等の見込み（令和４年４月から令和４年６月末まで） 

 件数 

（件） 

利子補給金額 

（千円） 

信用保証料補助金額 

（千円） 

特別融資あっせん ２００ ２２，７７５ ２５，８９０ 

緊急支援融資あっせん ２５０ ８８，９２８ １１７，４００ 

セーフティネット４号認定 ６００   

セーフティネット５号認定 ５０   

   ※利子補給金額、信用保証料補助金額は、限度額まで融資を受けた場合の金額 

 

３ 融資あっせん受付等経営相談体制の確保について 

現在、９階大会議室に設置している特別融資あっせん窓口では、特別融資あっせん

の郵送受付のほか、緊急支援融資あっせん等区が実施している他の融資あっせんの受

付、あっせん書の作成・発行、中小企業診断士による経営相談、国のセーフティネッ

ト保証認定書の発行、コールセンターによる相談予約などの電話対応を総合的かつ効

率的に行っています。 

また、あっせん書の有効期間が３か月間であることから、特別融資あっせんを６月

末で終了した後も、金融機関の変更などあっせん書の修正依頼や信用保証料補助等に

関する問合せが寄せられることが見込まれます。 

今後も、これらの業務を効率的に行い、事業者の資金繰りに関する支援を継続する

ため、令和４年１０月３１日まで引き続き現在の体制を確保します。 

なお、令和４年４月より産業振興課の執務室が移転することに伴い、特別融資あっ

せん窓口についても、４月１日から札の辻スクエアに設置します。 

 

４ スケジュール（予定） 

  令和４年３月   特別融資あっせん期間の延長について区ホームページ等で周知 

４月１日 札の辻スクエアでの特別融資あっせん受付等開始 



参考資料

（単位：件）

特別融資あっせん
緊急支援

融資あっせん
セーフティネット

4号認定
セーフティネット

5号認定

令和2年3月 787 202 89 1

令和2年4月 1,750 779 1,671 44

令和2年5月 1,612 687 2,817 69

令和2年6月 1,336 556 2,348 125

令和2年7月 351 188 745 69

令和2年8月 302 137 624 45

令和2年9月 144 74 409 36

令和2年10月 125 66 462 36

令和2年11月 97 63 410 46

令和2年12月 113 58 424 41

令和3年1月 80 61 337 31

令和3年2月 114 83 453 38

令和3年3月 185 104 908 109

令和3年4月 94 93 298 33

令和3年5月 84 81 234 24

令和3年6月 116 97 237 25

令和3年7月 66 72 185 23

令和3年8月 75 69 205 13

令和3年9月 65 71 188 13

令和3年10月 75 70 177 24

令和3年11月 81 82 206 18

令和3年12月 70 61 166 19

令和4年1月 48 57 148 13

令和4年2月 70 68 213 15

合計 7,840 3,879 13,954 910

融資あっせん及びセーフティネット保証制度認定件数（令和４年２月２８日現在）


